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はじめに

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構において、事業評価は、被評価案

件ごとに当該技術等の外部専門家、有識者等によって構成される分科会を研究評価委員会の

下に設置し、研究評価委員会とは独立して評価を行うことが第４３回研究評価委員会におい

て承認されている。

本書は、「先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業」の中間評価報告書であり、ＮＥ

ＤＯ技術委員・技術委員会等規程第３２条に基づき、研究評価委員会において設置された「先

進的な火力発電技術等の海外展開推進事業」（中間評価）事業評価分科会において評価報告

書を確定したものである。

平成３１年３月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

研究評価委員会「先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業」

（中間評価）事業評価分科会
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審議経過

● 分科会（平成３１年１月１７日）

公開セッション

１．開会、資料の確認

２．分科会の設置について

３．分科会の公開について

４．評価の実施方法について

５．事業の概要説明

非公開セッション

６．事業の詳細説明

７．全体を通しての質疑

公開セッション

８．まとめ・講評

９．今後の予定、その他

１０．閉会
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「先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業」（中間評価）
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（平成３１年１月現在）

氏名 所属、役職

分科会長 山崎 E

やまざき

A A E晃 E

あきら 千葉工業大学 社会システム科学部 

金融・経営リスク科学科 教授 

分科会長

代理
AE太田 E

お お た

A A E有 E

ゆたか

早稲田大学 理工学術院 機械科学・航空学科 教授 

委員

A

E久谷
Eく た に A A E

一
Eい ち AA

E

朗
E

ろ う

一般財団法人日本エネルギー経済研究所 研究理事 

戦略研究ユニット 担当補佐 

国際情勢分析第１グループ グループマネージャー 

AE佐藤 E

さ と う

A AE景子 E

け い こ 株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー事業本部 

海外環境ビジネスグループリーダー 主任研究員 

敬称略、五十音順



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1 章 評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この章では、分科会の総意である評価結果を枠内に掲載している。なお、枠の下の箇条

書きは、評価委員の主な指摘事項を、参考として掲載したものである。 
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１．必要性 

本事業は、我が国の先進技術の世界展開により、地球規模での環境負荷低減に貢献する

ものであり、エネルギー基本計画及びインフラシステム輸出戦略に沿っている。また、資

源外交の一翼を担う観点から、政策的要請に伴う場合も想定され、公的機関である NEDO
の貢献が求められる。石炭火力発電への風当たりが強くなっているとはいえ、新興国・途

上国を中心に中長期の需要があることを踏まえると、日本の高効率発電技術をもってこ

れを支援するという目的は妥当である。 
本事業は「石炭実証」、「石炭 FS」、「導入促進」という実施内容により行われているも

のであるが、石炭 FS 及び導入促進については、将来的な課題として、何らかの効果を評

価できるような指標を検討していくことも考えられて良い。 

 
〈肯定的意見〉 
・ 我が国の先進技術の世界展開により、地球規模での環境負荷低減に貢献するための案

件発掘を進めることは、我が国産業の活性化の観点も含め、評価されるべき。 
・ 石炭実証事業については、資源外交の一翼を担う観点から、政策的要請に伴う場合も

想定され、また、NEDO のような公的機関でなければ対応が難しい側面もあり、タイ

ムリーに貢献していくことが求められる要素あり。 
・ エネルギー基本計画及びインフラシステム輸出戦略に沿った事業であり、枠組みとし

ての必要性は十分理解可能。 
・ 日本の技術の海外展開のために、意義のある事業であると認識される。石炭に対して

の様々な評価はあるが、将来的に判断を行うに際して、海外のカウンターパートと様々

なパイプを有していることは大きい価値になり得る。 
・ 我が国のエネルギー基本戦略、インフラシステム輸出戦略上に位置付けられるもので

あり、かつ我が国及び世界のエネルギーセキュリティ向上及び CO2排出削減に貢献す

る意義があることから、事業全体の位置付け・必要性は明らかである。 
・ 「石炭実証」は日本とウクライナ政府間の MOU に基づいて実施されるものであり、

また「石炭 FS」及び「導入促進」は相手国の政策ニーズに合わせて技術を普及促進す

るものであり、政策実施機関である NEDO がその受け手機関としてふさわしく、

NEDO が「事業」を実施する必要性は明らかである。 
・ 石炭火力発電への風当たりが強くなっているとはいえ、新興国を中心に中長期の需要

があることを踏まえ、日本の高効率発電技術をもってこれを支援することは、環境負

荷低減への貢献とインフラ輸出の支援につながり、事業の目的は妥当である。 
・ 共通：エネルギー基本計画における「脱炭素化への国際貢献」やインフラシステム輸

出戦略と整合している。 
・ 高効率な石炭火力技術のサプライヤーは世界でも限られていることに加え、米国や欧

州の政府援助は石炭火力技術の支援に消極的であることから、技術を有し、かつ支援

が可能な日本による貢献には必要性がある。 
・ 理想的には、石炭火力関連技術の輸出は民間が自立的に行うべきである。しかし途上
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国のなかには、民間単独では負いきれない程度にリスクが高い場合や、ポテンシャル

が存在するにも係らず資金の制約から十分な市場開拓が行えていない場合がある。ま

た、ターゲット国との交流は相手国の環境負荷低減に貢献し、かつ「知日派」を増やす

こと日本企業進出の機会を増やす効果が期待出来るものの、息の長い取組で短期的に

経済的な利益を得ることも出来ないため、民間企業が自己資金で行うにはややハード

ルが高い。リスクの分担や民間が行う事業を補完することで日本の技術や企業の国際

展開を拡大することが期待でき、したがってこれらを行う本事業の目的は妥当である。 
・ 石炭実証：ウクライナはロシア産ガスの輸入量削減や国民所得への配慮から石炭火力

のニーズがある一方、ウクライナ支援に最も積極的な欧州は石炭火力技術の支援を行

わない方針にあるため、本事業の必要性は高いといえる。また、ウクライナは、OECD
公的輸出信用アレンジメントにおいてリスクプレミアムが最も高いカテゴリー7 に区

分されていることからも推察できるとおり、ビジネスリスクの高い国である。また、

ウクライナを含む中央アジアや東欧地域では、地理的な近接性や文化的な同質性、戦

略的な意義などから欧州勢の進出が盛んであり、同地域の市場規模との対比では、こ

れまで電力セクターにおける日本企業の進出事例はあまり多くない。これらを踏まえ

れば、日本の技術や企業の国際展開を支援する本件事業の目的は妥当である。 
・ 「石炭実証」に関しては、旧ソ連およびアジア諸国で現在稼働中の多くの旧型石炭火

力発電設備を最新鋭の設備に交換することにより、大幅な効率向上と温室効果ガスの

削減を目指すもので、事業の目的・目標は明確になっている。「石炭 FS」および「導

入促進」についても、我が国の優れた技術を海外に展開・普及させるための基盤とな

る地道な事業であり、具体的なアウトカム目標も設定されている。 
・ いずれの事業も、日本の持つ最新技術の実証・普及の初期段階としては公共性が高く、

公的資金の必要性を感じると共に NEDO が実施する必要性は明らかと考える。 

 
〈改善すべき点〉 
・ 事業の必要性や位置付けは明確にされているが、近年における石炭火力への逆風や各

国の温室効果ガスへの対策から鑑みると、既に確立されている USC や A-USC 技術の

みでは、適切な CCS 技術を伴わなければ海外に展開していくのは非常に困難と思われ

る。少し長い期間を想定して、更なる新技術として例えば IGCC や IGFC などを積極

的に売り込んでいくことを考えてはどうか。実際に「石炭 FS」でも IGCC 関連は成約

の可能性が高いように思われる。 
・ 石炭実証は、アウトカム目標である CO2削減の費用対効果という点では、改善の余地

があるのではないか。例えば、事業予算を 10 年間で均等化した場合、CO2 1ton 削減

あたりのコストは 8,000 円以上と試算でき、CO2 削減コストとしては割高な印象を受

ける。CO2 削減の経済効率性に着目すれば、より効果の高い削減技術があるのではな

いか。諸般の事情を勘案した結果としてタービンの交換による発電効率改善となった

ことは理解するものの、今後同種の事業を行う際には留意してはどうか。 
・ 資源外交案件は、短期間での意思決定が求められることから、特に相手国におけるス
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テークホルダーとの調整が余裕を持ってできないケースが容易に想定される。そのよ

うな状況は理解しつつ、スタートさせるに当たっての準備の在り方（特に、効果的な

体制構築）について、再度振り返ってみることも重要である。 
・ NEDO 事業である以上は NEDO が主体的に対応することは必要ではあるが、資源外

交案件の場合、政策当局と引き続き緊密に連携しながら進め方を検討することが求め

られる。 
・ FS 及び導入促進については、実施すること自体が目標とされている。直ちに効果が発

現することは難しいことは承知しており、将来的な課題として、何らかの効果を評価

できるような指標を検討していくことも考えられて良い（ただし、短期間での効果の

測定が困難であることも理解）。 
・ 「石炭実証」の目標は「平成 33 年で約 5 万トン CO2/年」となっているが、事業スケ

ールを鑑みれば、測定指標を 1 件の CO2削減量にとどまらず、普及・促進を想定した

もう少し大きな目標とすべきではないか。 
・ 「石炭 FS」及び「導入促進」の目標は合わせて「平成 33 年度までに 5 件以上の案件

成約」となっているが、案件獲得を目指す「石炭 FS」は H29 年度に NEDO から経済

産業省へ移管され、逆に「導入促進」は経済産業省から NEDO へ移管されているが、

案件獲得を直接的な目的とする事業ではないことから、例えば技術交流の目標に再考

すべきではないか。 
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２．効率性 

石炭実証を実施しているウクライナ案件では、政府間協議の下、経済産業省や在ウクラ

イナ日本国大使館と連携して MOU（Memorandum of Understanding）を締結した上で、

民間に委託して事業を進めるという当初の実施計画は妥当であった。また、ウクライナ側

の変化に合わせた業務方法書の改訂や関係機関との連携も評価できる。 
一方で、未だ MOU が締結されておらず、実施計画は大幅に遅れている。結果論ではあ

るが、ウクライナ側と日本側で適切な役割分担や経費分担を構築できる見通しが甘かっ

たのではないか。政府間合意に基づく事業であるがゆえの判断の難しさは理解するもの

の、早期に今後の方針を定めるべきである。 
なお、石炭 FS では、民間から広く案件の候補を募り、多様な石炭関連事業が選定され

ているとともに、導入促進では、目標に向けて適切な実施計画が立案され、地道に活動が

実施されている。 

 
〈肯定的意見〉 
「石炭実証」 
・ ウクライナのようにポテンシャルは大きいがカントリーリスクも大きな国で大型案件

を進める上では官民連携の実施体制が理想的である。政府間協議の下、METI や大使

館と連携して MOU を締結した上で民間に委託して事業を進めるものであり、実施計

画は妥当である。 
・ いまだ MOU の締結には至っていないが、MOU 締結前にタービンの発注等を行わず

慎重に対応を検討しているため、投じた予算が必要な範囲に抑えられており実施方法

は評価できる。 
・ 交渉過程において現地法律事務所に相談して相手方への説得材料を補強しており、見

直しによって実施体制は改善していると見做せる。 
・ 石炭実証：既存ノウハウの活用や外部のアドバイスを受ける体制が取られており、妥

当である。 
・ 政府間の MOU 締結をそれに続く実事業の前提としたことは、実事業の完遂を保証す

る仕組み、あるいは損失の拡大を防ぐ仕組みとして機能しており、妥当である。特に、

この進行方法によって損失の拡大を防げている点は評価したい。 
・ ウクライナ側の変化に合わせて業務方法書を改訂し、また、経済産業省や在ウクライ

ナ日本大使館と連係して事業の進行にあたったのは妥当であった。さらには、2018 年

夏に 2 度開催された技術 WG ではウクライナ側の懸念を払拭すべく適切に対応し、妥

当であった。 
・ 証事業については、ステークホルダー間の調整が容易ではないことは想像に難くなく、

情勢変化に対して地道な改善努力をしつつ、必要に応じて進め方に変更を加えようと

している姿勢は評価できる。 
・ 「石炭実証」に関しては、旧式の蒸気タービンについてノズルや羽根車、インナーケ

ーシングといった蒸気通路部のみを最新要素に変更することで、効率の 3%向上と温室
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効果ガスの削減を目的とした実施計画が立案されており、実績のある国内メーカーの

実施体制も含めて妥当であると考える。 
「石炭 FS」 
・ 民間から広く案件の候補を募っており、実際に日本を代表する技術を持つ企業による

多様な石炭関連事業が選定されていることから、実施計画・実施体制は妥当である。 
・ 年２回に分けて案件の段階（発掘・組成）に対応した公募を行い、現地ニーズと企業ニ

ーズに迅速に対応しようとする実施方法は評価できる。 
・ 「石炭 FS」については、H27、H28 年度に年 2 回の公募を実施し、12 か国 19 件にも

及ぶ事業を民間ベースで実施してきた。現在でも 19 件中 17 件で継続中であり、実施

体制に問題は認められない。 
・ 石炭 FS・導入促進：完了した石炭 FS 案件の丁寧なフォローアップが行われており、

妥当である。フォローアップと成約の具体的な因果関係を求めるのは難しいが、相手

国における受入れ環境醸成の意義は大きいと考える。また、他機関との連係という点

では特にファイナンスが重要であると考えられ、引き続き密な連係を期待したい。 
・ 年複数回公募や、政治スケジュールを勘案しながらの案件形成など、効率性を念頭に

置きながらの事業推進は評価できる。 
「導入促進」 
・ 委託先と相談しながら現地ニーズを踏まえた交流内容に変更しながら実施しており、

実施体制は効率的である。 
・ 59 件の技術交流を 12 か国で展開見込みであり、実施計画は効果が期待できるものと

なっている 
・ 案件形成に向けて、きめ細やかな進め方を規定しており、マネジメントは大変かと思

われるが、多面的な視点も取り入れられるように工夫するなど評価できる。 
・ 「導入促進」については、59 件の技術交流を 12 か国で展開見込みであり、H33 年度

までに 5 件以上の成約を目指すという目標に向けて適切な実施計画が立案され、地道

に活動が実施されていることは高く評価できる。 

 
〈改善すべき点〉 
・ 「石炭実証」に関しては、H27 から開始された実証前調査により早急に MOU の締結

が見込まれ、設計、製造、実証へと移行する計画であったが、現時点では未だ MOU が

締結されておらず、実施計画は大幅に遅れている。H33 までの実証運転実施が危ぶま

れる状態と考える。 
・ 費用負担は解決してはいるが、当初、日本側は日本側供給品の設備費のみを負担する

計画であったが、ウクライナ側供給品の一部を日本が負担することとなった。先方か

らは遅延に伴う遺失利益の補償まで求められており、投じた予算に見合う効果が期待

できるか不安が残る。 
・ 結果論ではあるが、ウクライナと日本側で適切な役割分担や経費分担が構築できる見

通しが甘かったと共に、実証事業の実施に向けた協力体制が構築できる見通しが不十
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分であったと判断せざるを得ない。 
・ 石炭実証：情勢変化に応じて適切な対応を行ってきたが、残念ながら事業の進行は遅

延している。結果的に本事業が中止となる場合、これまで投じた費用は無駄となるた

め、残念ながら事業の費用対効果は極めて低いものとならざるを得ない。この場合、

損失拡大の回避が効率性の点で重要となるため、NEDO の立場や政府間合意に基づく

事業であるがゆえの判断の難しさは理解するものの、早期に方針を定める方が良い。 
・ また、幸いにも MOU の締結に至り事業が進行する場合においても、ウクライナ側が

日本に追加の費用負担を求めてくることは想像に難くなく、適切な対応を期待したい。 
・ 「石炭 FS」については、H27、H28 の 2 年間に NEDO が実施し、12 か国 19 件の事

業が民間ベースで継続中であるが、H30 以降の事業が NEDO から METI に移管され

たため、現在継続協議中の 17 件の中から 5 件以上の成約を獲得することは困難であ

ると思われる。 
・ 17 件の事業が継続協議中であるが、それらの多くが「案件発掘調査」および「案件形

成調査」であり、相手国とのプロジェクト実施が期待できる「案件合理化調査」は対カ

ザフスタンの 1 件しかない。この点からも 5 件以上の成約は困難ではないか。 
・ 石炭 FS・導入促進：予算に対する効果の程度は、民間ベースで継続中の事業の成否に

よるため、現時点では判断が出来ない。アウトカム目標を達成すべく、引き続き密な

フォローアップ活動を期待したい。 
・ 実証事業については、相手国内の調整が円滑になされるような仕組みを立ち上げ時に

ビルトインできると良かったと思われる。ただし、相手国内のことであることから、

必ずしも容易ではないとは思われる。 
・ 事業全体としても個々の案件にしても、効率性を追求している姿勢は十分うかがえる

一方で、実際の効率性を評価する指標を見出すことが困難であり、この点は今後の課

題であると思われる。 
・ 事業の鍵となる MOU 締結が大幅に遅れており、交渉に関して実施体制のさらなる強

化が期待される。 
・ H29 年度に NEDO から経済産業省へ移管された「石炭 FS」、反対に経済産業省から

NEDO へ移管された「導入促進」、及びその他の制度の下で実施されている石炭火力関

連事業の連携を具体化することでさらに高い相乗効果を期待する。 
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３．有効性 

石炭実証での MOU 締結に向けて数々の難しい交渉を行った経験は、他での交渉に活

かすことのできる成果である。未だ MOU 締結の目途が立っているとは言い難いが、締結

された場合には最終目標を達成できる見込みはあると考えられる。ウクライナ側の判断

に依存する側面が多々あるが、今後、情勢に合わせて早期に事業を見直すことも必要では

ないか。 
石炭 FS、導入促進については、多くの FS、技術交流事業を行う上で、情勢変化を見つ

つ相手国ニーズに対応しており、個々の案件成約以上の波及効果が期待できる。一方で、

石炭をめぐる情勢は年々厳しくなっていることから、今後は、石炭 FS の実施結果を受け

て、障壁や教訓をさらに深堀し、具体的なフォローを行うことが望まれる。 

 

〈肯定的意見〉 
・ 目標に置いている実施すべき事項については、着実に進められている。 
・ 再エネとの親和性の高さの評価がポイントの一つになると考えられるが、そうした観

点も頭に置きつつ案件形成が行われていると見受けられる。 
・ 環境案件については引き続き世界的に関心が高いと予想される中、軸足を調整しなが

ら案件形成に努めているとのことであり、評価できる。 
・ 「石炭実証」は MOU が締結されればという条件付きであるが、目標達成の見込みは

十分にある。 
・ MOU 締結に向けて数々の難しい交渉を行った経験は他での交渉に活かすことのでき

る成果である。 
・ 「石炭実証」に関しては、未だ MOU 締結の目途が立っているとは言い難いが、締結

された場合には最終目標を達成できる見込みは十分あると考える。 
・ 石炭 FS・導入促進：多くの FS、交流・研修事業を行っており、目標達成の可能性は

ある。引き続き、新たな案件の実施とともにフォローアップと支援を行い、目標達成

に向けて努めることを期待する。 
・ 「石炭 FS」は FS 後に民間ベースで交渉継続中の事業が多くあり「導入促進」におい

て連携してフォローされれば、案件成約数が増加する可能性がある。 
・ 「導入促進」事業は NEDO に移管後も地道な技術交流が続けられており、案件獲得、

成約に向けた下地が構築されているし、日本の最新技術を海外に紹介する良い機会に

もなっている。地道な成果が表れてくるには残念ながら長いスパンが必要と考えられ

る。 
・ 「導入促進」は情勢変化を見つつ相手国ニーズに対応しており、個々の案件成約以上

の波及効果が期待できる。 
・ 第三国セミナーは、活用の仕方によっては極めて有効と思われ、新たな試みとして評

価できる。 
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〈改善すべき点〉 
・ 石炭実証：両国首脳間の合意が発端であるにも係らず、事業の進行は順調でない。ウ

クライナ側の組織間で責任の押し付け合いとも取れる動きが見られることや、主張の

正否はともかく技術的な効果に疑問を呈するなど、もはやウクライナ側が本事業を必

要としていないことも疑われる。このような状況では、事業期間内での最終目標の達

成可能性は小さい、あるいは達成には多大の追加的な労力と費用を要することが考え

られる。ウクライナ側の判断に依存する側面が多々あるが、情勢に合わせて早期に事

業を見直すことが望ましいのではないか。 
・ MOU が近い将来締結されれば、「石炭実証」事業は目標達成できる可能性を十分有し

ていると考えるが、当初の最終目標はウクライナを始めとする諸外国に対して、広く

石炭火力に関するインフラの輸出拡大をすることであり、この最終目標の達成は難し

いと考える。 
・ 「石炭 FS」および「導入促進」は地道に展開されているが、現時点で最終目標である

平成 33 年度までに 5 件以上の成約は非常に困難であると思われる。 
・ 石炭をめぐる情勢は年々厳しくなっていることから、交渉も難化し、これまでのよう

なフォローでは案件成約が想定したようには増加しない可能性がある。「石炭 FS」の

フォロー結果を受けて、障壁や教訓をさらに深堀し、「導入促進」において具体的なフ

ォローを行うことが望まれる。 
・ アウトカムの達成見込みについては、なかなか見通しが難しいところがあると思われ

るところ、判断材料がやや不足している印象がある。 
・ 評価は、目標の達成度について行われることが望ましく、その観点からは、評価を一

層意識した形で目標設定が行われることが望ましいと思われる。本事業のような場合

は、実際の効果を直接的に目標にすることは必ずしも容易ではないことは理解できる。

今後の課題として、検討されることを期待したい。 
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４．総合評価／今後への提言 

本事業は、我が国の先進技術の世界展開により、地球規模での環境負荷低減に貢献する

ものであり、エネルギー基本計画及びインフラシステム輸出戦略に沿っている。民間単独

での実現が困難で高リスクな事業であり、NEDO の貢献が求められる。石炭火力発電へ

の風当たりが強くなっているとはいえ、新興国を中心に中長期の需要があることを踏ま

えると、日本の高効率発電技術をもってこれを支援するという目的は妥当である。 
石炭実証を実施しているウクライナ案件については、相手側の変化に応じた様々な措

置を講じてきたものの、現時点では未だ MOU が締結されておらず、非常に厳しい局面に

あると考えられる。事業の抜本的な見直しを含め、情勢に応じた適切な判断を期待した

い。 
石炭 FS と導入促進については、情勢変化を見つつ相手国ニーズに対応しており、個々

の案件成約以上の波及効果とともに、その他の制度の下で実施されている石炭火力発電

関連事業とも連携することで、さらに高い相乗効果を期待する。 

 

〈総合評価〉 
・ トータルとして、事前に想定された事業内容については、可能な限り着実に実施され

ていると見受けられる。相手のあることであるので、事業を進める際に想定通りには

行かないことも発生するが、それに対しても真摯に取組んでいるように思われる。 
・ 事業の性格として評価が必ずしも容易ではないが、あるタイミングで振り返って、改

善が可能なところがあれば見直しをするプロセスは重要であり、このような評価プロ

セスは意義がある。 
・ 石炭火力発電への風当たりが強くなっているとはいえ、新興国を中心に中長期の需要

があることを踏まえ、日本の高効率発電技術をもってこれを支援することは、環境負

荷低減への貢献とインフラ輸出の支援につながり、事業の必要性は高く評価できる。 
・ 石炭実証：本事業は民間単独での実現が困難な高リスクプロジェクトを、NEDO がリ

スクを分担することで達成しようとするものであり、まさに NEDO に求められている

役割を適切に果たしているものであることを評価したい。また、必要性、実施方法の

点で、妥当である。しかし、情勢の変化に合わせて様々な措置を講じてきたものの、結

果的には目標達成の可能性が小さくなっていると推察され、そのため有効性は減じら

れていると考える。 
・ 石炭火力に対する風当たりが強くなる一方の現在において、今回の事業を展開するこ

との困難さは重々理解できる。しかし、旧ソ連やアジア諸国では現在も低効率の旧式

石炭火力発電所が数多く運用されているし、今後も増えることが予想されている。こ

のような状況のもと、最新技術を用いたより高効率の装置に入れ替えを行うことで、

温室効果ガスの大幅な低減を目指す本事業の重要性は大きい。また、石炭 FS や導入促

進事業では諸外国に対して我が国の最新技術を紹介する努力を継続的に実施しており、

この努力が近い将来に結実することを期待したい。 
・ 崇高な目的設定と実際的な実施計画が立てられたにもかかわらず、「石炭実証」や「石
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炭 FS」において目標達成が困難な状態になっていることが極めて残念に思います。 
・ 石炭 FS・導入促進：必要性、実施方法の点で妥当である。事業の費用対効果や有効性

は今後の結果を待つ必要があるものの、設定した目標の達成が期待でき、継続的な取

組を期待する。 

 
〈今後への提言〉 
・ 共通：本事業には、低炭素技術の高度化や低コスト化、そしてこうした情勢を受けた

途上国政府の政策変化が日本の想定を上回る、というリスクがある。平成 33 年までの

期間内では事業の必要性が大幅に減じられる可能性は小さいと考えられるものの、こ

うした変化を踏まえなければ事業の有効性を減じることになりかねない。被支援国政

府も多くの場合は国民向けに「環境」や「低炭素」をキーワードにした説明を行う必要

に迫られており、こうしたニーズに応える必要がある。石炭火力の環境対策や再生可

能エネルギーとの親和性に軸足を置いたプロモーションはその一例であり、今後の活

動に際して考慮されることを期待したい。 
・ 石炭に対して世界的に逆風が吹いている状況であり、こうした世の中の潮流を見極め

ると同時に、そのような状況であるからこそ、冷静な判断に資するために、こうした

事業に求められる要素もあると考えられ、今後の進め方について、より有効性が高め

られるように改めて検討されることが期待される。 
・ 事業評価は目標設定、指標設定の面で難しいところがあることは理解できる。試行錯

誤を繰り返すことになるかも知れないが、引き続き、より効果的・効率的な事業遂行

及び評価が可能となるよう尽力されることが期待される。 
・ 「石炭実証」は MOU 締結前にタービンの発注等を行わず慎重に対応を検討している

ため、投じた予算が必要な範囲に抑えられており実施方法は評価できる。一方で、事

業の鍵となる MOU 締結が大幅に遅れており、交渉に関して実施体制のさらなる強化

が期待される。 
・ 石炭実証：本事業は非常に厳しい局面にあると考えられ、事業の抜本的な見直しを含

め、情勢に応じた適切な判断を期待したい。 
・ 石炭火力に対する逆風が年々大きくなるとは言っても、特にアジアを中心としてまだ

大きなマーケットが広がっている状況はすぐには変わらないと思います。もう少し長

い目で石炭火力の将来を見据え、我が国が持つ最新技術を積極的に海外展開し、環境

問題に大きな貢献をすることが期待されています。その意味においても、「石炭 FS」
や「導入促進」の今後の継続的な展開を是非希望いたします。 

・ 「導入促進」は情勢変化を見つつ相手国ニーズに対応しており、個々の案件成約以上

の波及効果が期待できる。「石炭 FS」は FS 後に民間ベースで交渉継続中の事業が多

くあり「導入促進」において連携してフォローされれば、案件成約数が増加する可能

性がある。H29 年度に NEDO から経済産業省へ移管された「石炭 FS」、反対に経済産

業省から NEDO へ移管された「導入促進」、及びその他の制度の下で実施されている

石炭火力関連事業の連携を具体化することでさらに高い相乗効果を期待する。 
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５．評点結果 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．必要性 2.5 A B A B 

２．効率性 1.8 B C B B 

３．有効性 1.5 B C C B 

 

（注）素点：各委員の評価。平均値は A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が 

数値に換算し算出。 

〈判定基準〉  

１．必要性 ３．有効性 

・非常に重要         →A 
・重要            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当性がない、又は失われた →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

 
２．効率性 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね適切          →C 
・適切とはいえない      →D 

 
 
  

1.5 

1.8 

2.5 

0.0 1.0 2.0 3.0

３．有効性

２．効率性

１．必要性



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 評価対象事業に係る資料 
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１．事業原簿 
次ページより、当該事業の事業原簿を示す。 
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事業評価に係る事業原簿 
 

 

 

作成：平成３１年１月 

上位施策等

の名称 
エネルギー基本計画、インフラシステム輸出戦略 

事業名称 先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業 PJ コード：17006 

推進部 環境部 

事業概要  我が国が有する先進火力発電技術等の海外における導入促進のため、

「石炭高効率利用技術共同実証（以下、石炭実証事業）や、「石炭高効

率利用システム案件等形成調査事業（以下、石炭 FS事業）」及び「先進

的な火力発電技術等に係る導入促進事業（以下、導入促進事業）」を実

施する。 

 

 （１）石炭実証事業 

 我が国の優れたクリーンコールテクノロジー（ Clean Coal 

Technology:CCT）の普及に向けた制度構築等の取組みについて政府間で

合意した案件について、相手国政府等と共同で実施する。 

 プロジェクトマネージャーに NEDO 環境部統括研究員在間信之を任命

し、プロジェクトの進行全体を企画・管理やそのプロジェクトに求めら

れる技術的成果及び政策的効果を最大化させる。 

 

 （２）石炭 FS事業 

 我が国の先進的な石炭火力発電技術等を活用したビジネスの海外での

獲得を目指し、相手国への直接的な働きかけが重要な案件に対して、相

手国のニーズを踏まえ、プロジェクトの創成や実施可能性などに関する

調査等を実施する。 

 プロジェクトマネージャーに NEDO環境部主幹佐野浩を任命し、プロジ

ェクトの進行全体を企画・管理やそのプロジェクトに求められる成果及

び政策的効果を最大化させる。 

 

 （３）導入促進事業 

 官民一体となって、日本の先進技術に対する相手国政府、電力事業者

等の理解促進を図るため、専門家・政策立案者等の招聘・派遣、オペレ

ーション＆メンテナンス（O&M）の技術移転、情報収集・発信等を実施す

る。また、我が国の先進火力発電技術等の普及に関するプロジェクトの

創成や実施可能性に関する調査等を実施する。 

 プロジェクトマネージャーに NEDO環境部主幹佐野浩を任命し、プロジ

ェクトの進行全体を企画・管理やそのプロジェクトに求められる成果及

び政策的効果を最大化させる。 

 

 なお、「石炭実証事業」及び「石炭 FS事業」は、「クリーンコール技

術海外普及展開等事業」において実施したが、平成２９年度から本事業

に移管し実施する。導入促進事業は平成２８年度まで経済産業省におい

て実施したが、平成２９年度から本事業に移管し NEDOが実施する。 



2 

 

事業期間・予

算 

事業期間：平成２９年度～平成３３年度 

契約等種別：委託 

勘定区分：エネルギー需給勘定 

［単位：百万円］ 

 ～平成２９

年度 

平成３０年度 

(予定) 

平成３１年度 

（予定） 
合計 

予算額 5,986 1,723 647 8,356 

執行額 4,458 1,723 647 6,828 

事業の位置

付け・必要性 

①政策的重要性 

 2014年 4月 11日に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、

石炭は我が国の重要なベースロード電源として位置付けられている一方

で、石炭の高効率化技術等を国内のみならず海外でも導入を推進してい

くことにより、地球全体で環境負荷の低減と両立した形で利用していく

必要があるとされている。 

 また同時に、従来使用されてきた石炭の資源量が減少しており、かつ

産炭国での石炭需要が拡大している。 

 このような現状の下、今後とも安定供給性と経済性を担保しつつ我が

国で石炭を利用していくためには、海外における石炭の高効率利用を促

進していく事が重要な課題となっている。さらに、高効率 LNG 火力発電

の技術開発、効率的な利用や輸出を促進する必要性が指摘されている。 

 2016 年 5 月に改定された「インフラシステム輸出戦略」において、化

石燃料に引き続き大きく依存しなければならない新興国・途上国を中心

に、エネルギーセキュリティの向上や低炭素化の促進、環境負荷の低減

に貢献する観点から、石炭やガスなどを効率的に活用できる高効率火力

発電及び NOx、SOx、煤煙を除去する環境装置の導入促進など、エネルギ

ーインフラの輸出を促進するための支援の実施が、先進的な低炭素技術

の海外展開支援の具体的施策として位置付けられている。特に、最新技

術の導入に向けては、FS支援や専門家派遣・招聘研修等の技術協力をよ

り一層拡大することとされている。 

 

②我が国の状況 

 我が国は、世界に先駆け石炭の高効率かつ環境負荷の少ない利用に資

するクリーンコール技術（CCT）の開発を積極的に進めてきた。高効率な

石炭火力発電技術については、１９８０年代から超々臨界圧（Ultra 

Super Critical（USC））微粉炭火力発電の技術開発を推進し、世界に先

駆けて商用化させた。この結果、我が国の石炭火力発電の平均の発電端

効率は４１．３％（HHV）となっており、世界第 2位の石炭消費国で総発

電電力量の４割程度を石炭火力発電に頼る米国の平均の発電端効率３

５．８％（LHV）を大きく上回り、世界最高水準を達成している。 

 加えて、発電効率の高さだけではなく、適切なメンテナンス等のノウ

ハウの蓄積により、日本の石炭火力発電所は運転開始後長期間にわたり

発電効率を高い水準で維持することが可能であるとともに、世界最高水

準の脱硫・脱硝、ばいじん処理等の排ガス処理技術や低品位炭利用技術

も保有している。 

 また、ガス火力については大型ガスタービンについて１９８０年以降

欧米勢が性能的にも優位に立ち市場を独占していたが、ナショナルプロ

ジェクトによる技術開発等を経て１９９７年に１５００℃級を、更に２
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０１０年には１６００℃級を欧米に先駆けて実用化するなど我が国技術

の性能が世界において優位性を持つようになったところ。  

 しかし、長年欧米勢が優位であったため、市場におけるシェアでは欧

米企業にリードを許している。 

 

③世界の取組状況 

 米国では CCS（CO2回収・貯留）無しでは石炭火力新設が不可能なレベ

ルの基準を設けており、実質的な石炭火力への融資を停止している。ま

た、米国は国際銀行や各国に対しても同様の基準を適応するよう働きか

けている。 

 一方、中国や韓国では、海外で自国の石炭利用技術を用いた事業に対

し、有償資金協力を行っており、新興国や途上国において低効率ながら

低コストの同国製プラントが普及しつつある。 

 これらの国の多くは、今後とも安定的で経済性のある一次エネルギー

源として石炭を利用していくと見込まれており、結果として低効率な石

炭火力が増加し、CO2排出量や環境リスクが増大する可能性がある。 

 ２０１５年にパリで開催された国連気候変動枠組条約第２１回締約国

会議（COP21）において採択された「パリ協定」が発効され、世界的に一

層の CO2の排出削減が必要とされている。このような流れの中、OECD 公

的輸出信用アレンジメントが２０１６年２月に石炭火力発電セクター了

解を導入するなど、CO2排出量の多い石炭火力発電の低効率技術への支援

を制限しつつ、高効率技術への支援は継続して実施するという取組がな

されている。 

 また、ガス火力発電については、近年我が国や欧米諸国では高効率で

環境負荷の低いガスタービンコンバインドサイクル(GTCC)による発電が

主流となりつつあるが、新興国や途上国においては、一部にハイエンド

機が導入されているものの１６００℃級については普及しておらず、更

に高効率の GTCCを普及させることは CO2排出量削減や環境負荷低減の点

においても重要である。 

 

④本事業のねらい 

 我が国の火力発電等における優れた技術力を強みに、海外実証等を海

外で実施することにより、これらの技術を積極的に海外に展開・普及さ

せるとともに世界の石炭やガス関連市場でのビジネスを獲得する。これ

により、我が国及び世界のエネルギーセキュリティの向上並びに CO2 排

出量の削減及び環境負荷の低減に貢献するとともに、我が国の経済成長

や雇用創出につなげる。 

 また、海外の政府・企業とも連携し、実証事業等に取り組むことで、

CCT が我が国の中核的な技術におけるフロントランナーとしての地位を

確保することを目指す。 

 

事業の目

的・目標 

（１）事業の目的 

①環境負荷低減への貢献 

 CO2や汚染物質など環境面での課題があるものの経済性、供給安定性に

優れるため、途上国を中心に今後も火力発電に大きく依存せざるを得な

い国は多い。こうした国々に対し、環境に配慮した我が国の先進的な火

力発電についての海外展開を行うことを通じ、地球規模での環境負荷低
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減へ貢献する。 

 

②インフラシステム輸出の支援 

 我が国エネルギー産業の競争力を強化し、日本のエネルギーインフラ

輸出を支援する。 

 

（２）事業の目標 

 低炭素社会実現に向けた世界各国の取組みにおいて、一次エネルギー

源である石炭を高効率かつ低環境負荷で利用することが大きな潮流であ

り、我が国が保有する世界最高水準の CCT を実証事業等実施国において

適用可能であることを示す。 

 

①石炭実証事業 

 ウクライナ国の老朽化した蒸気タービンを日本製の最新鋭のものに改

良することで発電効率を相対値で 3％向上させる。 

 

②石炭 FS事業 

 次の区分に分けて我が国の CCT に関するプロジェクトの創成や実施可

能性に関する調査を実施する。 

 －案件発掘調査 

   プロジェクトの潜在的ニーズのある国等において、複数の候補  

  がある状況のもと、本調査により各種調査・試験及び概念設計を行 

  い、具体的なプロジェクトの発掘を行う。 

 －案件形成調査 

   プロジェクトの概略とプロジェクトサイトが決まっている案件    

  を対象に各種調査・試験及び概念設計を行い、案件の形成及びプロ 

  ジェクト具現化に向けた実現性の検討を行う。 

 －案件合理化調査 

   相手国がプロジェクト実施に向け強い意欲を示している案件を対 

  象とし、合理化検討や補完調査を行う。 

   

 

③導入促進事業 

 専門家派遣・招聘研修等の実施により相手国政府、電力事業者等の理

解促進を図る。 

 

事業の成果 ①石炭実証事業 

平成２７年度から平成３０年度にかけて、実証事業の実施に先立ち、

実証を実施する上での適切なプランニング、設備、規模、方法、サイト

機関及び普及の蓋然性、持続的なビジネス展開、CO2排出削減効果等に

ついて実証前調査を行った。また、ウクライナ国の税制等の制度やスチ

ームタービンの効率向上を図る蒸気タービンシール構造の適用のための

検討・調査等を行うとともに、実証サイトとしてキエフ近郊のトリプル

スカ発電所を選定し、技術的検証について議論する専門家ワーキングの

実施等カウンターパートとの交渉等を行った。 
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②石炭 FS 事業 

平成２７年度から平成２９年度において、事業の実施にあたっては、

臨機応変に企業等のニーズに対応するため、公募は年２回実施し、イン

フラ輸出を担う企業を選定した。 

エネルギー需要の拡大するインド、ベトナム、ポーランド等１２ヶ国

で環境負荷低減を目指した高効率石炭火力発電プロジェクト等の創成に

必要な基礎情報の収集や試験、概念設計を実施し、具体的なプロジェク

トの案件発掘、案件形成の調査を１９件（発掘調査７件、形成調査１２

件）行った。 

  

③導入促進事業  

平成２９年度から平成３０年度において、我が国の先進火力発電等技

術の普及、展開の可能性を把握するための調査を実施するとともに、エ

ネルギー需要の拡大する東南アジアや東欧の新興国・途上国等を中心と

した技術交流を実施した。延べ１２ヶ国に対して、相手国でのセミナー

開催（平成２９年度：３１回、平成３０年度：２８回予定）や日本への

招聘（６７人）等を行い、政府・関連機関関係者や電力事業者等との技

術交流を行った。 

また、国際機関等との既存のネットワークの強化として、アジアを中

心に認知度が高いクリーンコールデー国際会議の開催などを通して情報

発信を行い、我が国先進火力発電等技術のプレゼンス向上を図った。本

会議と並行して海外講演者と日本の機関・企業等との個別会議を２５件

実施し、日本のエネルギー多様化や環境調和型 CCT など日本の技術や世

界全体としての CO2削減等を紹介する等、システムインフラ輸出に向け

たネットワーク強化、マッチングの支援を行った。クリーンコールデー

での情報発信のほかには、IEA(International Energy Agency) WPFF(Working 

Party on Fossil Fuels )主催の会議、ACE がフィリピンで開催した

「AEBF2017」、EGAT がタイで開催した「CM&USD 2017 international 

Conference」、STEAG がインドで開催した「Energy Storage Options for 

Renewable Energy Integration」で我が国の先進火力発電等技術について発

信を行った。 

 

情勢変化へ

の対応 

（１）石炭実証 

○経済産業省(METI)や大使館と連携して相手国政府との MOU 交渉等を

行い、実証事業の実施に向けて柔軟な対応を実施した。 

○成果の普及を見据えた設備の取り扱いに関する取り決めを整備した。 

 

（２）石炭 FS 

○幅広い現地ニーズと企業ニーズに迅速に対応するため、公募を年２回

実施した。 

○きめ細かく成果をフォローし(中間、終了時、終了後)、外部有識者を

活用したアドバイスや成果を補強するための調査、導入促進事業にお

ける技術交流での PR を実施した。 

 

（３）導入促進 

○発電所の新設計画、新設の制限、リプレイス需要や石炭火力の排出ガ

ス規制等相手国のエネルギー政策やニーズ等を踏まえ、技術交流を実
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施した。 

○主機の技術紹介のほか環境装置、O&M、バイオマス混焼、再エネと石

炭灰の有効利用、等の技術、我が国の取組みを紹介した。 

○火力発電の環境負荷低減や高効率化のための世界における火力発電技

術の現状やベストプラクティス、また、火力発電の負荷変動対応技術

に関する現状等の調査・分析に加えて、火力発電プロジェクトの案件

形成に係る国際機関や国際的なフレームワークに関する各種動向の調

査、分析に着手した。 

 

評価の実

績・予定 

①評価時期 

○中間評価（２０１９年１月１７日実施予定） 

○事後評価（２０２２年１２月実施予定） 

 

②評価方法 

外部有識者からなる評価委員会における審議により実施。 

用語集 ○ガスタービンコンバインドサイクル(GTCC) 

ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせて発電する仕組み。 

 

○石炭火力発電セクター了解 

OECD 公的輸出信用アレンジメントの一部。新設の石炭火力発電所また

はパーツ、既設の石炭火力発電所の改修または設備の供給の輸出に関す

るルール。 

 

○超々臨界圧(Ultra Super Critical(USC))発電 

蒸気温度 566℃～600℃級の超臨界圧火力発電。 

 

○発電端効率 

発電設備に供給された熱量に対する発電電力量の割合。 

 

○CCS(CO2 回収・貯留) 

発電所や天然ガス鉱山など大規模な排出源で発生する CO2を他のガスか

ら分離・回収し、安定した地層に貯留することにより、CO2を大気から

長期間隔離する技術。 

 

○HHV(Higher heating value) 

高位発熱量。燃料が水蒸気で飽和された空気によって完全燃焼したとき

の発熱量。総発熱量ともいう。 

 

○OECD 公的輸出信用アレンジメント（アレンジメント） 

輸出信用の秩序ある利用と公平な競争環境条件の維持を目的とした、公

的輸出信用に関する参加国間の共通ルール。 

 

○LHV(Lower Heating Value) 

低位発熱量。高位発熱量から燃焼によって発生した水蒸気の蒸発熱を引

いた残りの熱量。真は発熱量ともいう。 
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２．分科会における説明資料 
次ページより、事業の推進者が、分科会において事業を説明する際に使用した資料を示す。 
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参考資料１ 分科会議事録 

 



研究評価委員会 

「先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業」 

（中間評価）事業評価分科会 

議事録 

日時：平成31年1月17日（木）14：30～17：15 

場所：NEDO川崎 2301～2303会議室（ミューザ川崎セントラルタワー23階） 

出席者（敬称略、順不同） 

＜分科会委員＞ 

分科会長    山崎 晃  千葉工業大学 社会システム学部 金融・経営リスク科学科 教授 

分科会長代理  太田 有  早稲田大学 理工学術院 機械科学・航空学科 教授 

委員   久谷 一朗 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 研究理事 

 戦略研究ユニット 担当補佐 国際情勢分析第1グループマネージャー 

委員 佐藤 景子 株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー事業本部 

海外環境ビジネスグループリーダー 主任研究員 

＜推進部署＞ 

田中 秀明   NEDO 環境部 部長 

青木 登   NEDO 環境部 統括主幹 

在間 信之(PM) NEDO 環境部 統括研究員 

佐野 浩  (PM) NEDO 環境部 主幹 

足立 啓   NEDO 環境部 主査 

村上 武   NEDO 環境部 主任 

＜評価事務局＞ 

保坂 尚子    NEDO 評価部 部長 

上坂 真    NEDO 評価部 主幹 

原  浩昭  NEDO 評価部 主査 
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議事次第 

（公開セッション） 

１．開会、資料の確認 

２．分科会の設置について 

３．分科会の公開について 

４．評価の実施方法について 

５．事業の概要説明 

5.1 事業の必要性、効率性、有効性について 

5.2 質疑応答 

（非公開セッション） 

６．事業の詳細説明 

6.1 石炭高効率利用技術共同実証事業 

6.2 石炭高効率利用システム案件等形成調査事業及び先進的な発電技術等に係る導入促進事業 

７．全体を通しての質疑 

（公開セッション） 

８．まとめ・講評 

９．今後の予定、その他 

１０．閉会 
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議事内容 

（公開セッション） 

１．開会、資料の確認 

・開会宣言（評価事務局）

・配布資料確認（評価事務局）

２．分科会の設置について 

・研究評価委員会分科会の設置について、資料１に基づき評価事務局より説明。

・出席者の紹介（評価事務局、推進部署）

３．分科会の公開について 

評価事務局より資料 2及び 3に基づき説明し、議題６．「事業の詳細説明」及び議題７．「全体

を通しての質疑」を非公開とした。 

４．評価の実施方法について 

評価の手順を評価事務局より資料 4-1～4-5に基づき説明した。 

５．事業の概要説明 

5.1 事業の必要性・効率性・有効性について 

推進部署より資料5に基づき説明が行われた。 

5.2 質疑応答 

5.1の説明内容に対し以下の質疑応答が行われた。 

【山崎分科会長】 有難うございました。詳細につきましては議題 6で扱いますが、ただいまの説明に

対してご意見、ご質問等、お願いいたします。非公開と公開との切り分けが難しい気がするので

すが、資料 5を前提にお願いいたします。 

【佐藤委員】 三つの事業のうちの石炭FSと導入促進の関係について、もう少しお伺いしたいのです

けれども、資料 5の 8ページではもともとNEDOがやられていたFSが経産省に移管され、逆

に経産省でやっていた派遣・招聘事業がNEDOに移管されているということですね。この背景

はどのようなものがあるのかということと、このまま連携して進めていくということで、どのよ

うな連携を具体的にされているのか。アウトカムではそれらを統合して、5件程度の成約を見込

むと書かれていますが、導入促進事業を通じて、これまでFSでフォローされてきたものの中か

ら 5件を見込まれているのか、あるいは経産省がこれから引き継がれる事業を含めて 5件程度を

バックアップされていくというイメージなのかもお伺いできますか。 

【佐野PM】 全体の流れですけれども、NEDOで石炭FSを実施してまいりましたが、経産省に移管

したのは、経産省の別の制度でまとめて実施した方がより効率的ではないかと判断しました。ま

た、NEDOに移管された招聘ですが、ここの導入促進のところは、過去に実施した石炭FSも含

めてですが、ほかのナショプロもあります。そのような成果のフォローアップについてこの制度

を実施するという位置付けにしています。そういう意味では、NEDOのFSですとか、現在進め

ている経産省のFSですとか、過去に実施したナショプロといったものの成果を、経産省とも連

携しながらこちらのフォローアップに生かしていくという流れを考えています。それから、13頁

の石炭FS、導入促進を合わせて 5件程度の成果でアウトカムというものですが、これは石炭FS

の成果もそうですし、導入促進で出てきた成果、現地のセミナーで分かったニーズをフォローア

ップしていくというものもありますし、ここでは過去、別のナショプロで実施したものもフォロ

ーアップとして現地に打ち込んでいくことも対象として考えています。そういったものも含めて
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5件の案件組成を目指していくという目標を立てています。 

【山崎分科会長】 私から関連して質問なのですが、最後、33ページのところで達成見込みと書いてあ

るのですが、ここで言っているさっきの達成見込みというのは、NEDOで閉じているのでしょう

か。それとも、これからということか。それとも過去のもう終わったタイミングで、もう既に達

成できているということでしょうか。 

【佐野PM】 後ほど非公開のところでも詳しくご紹介させていただきますが、実際に今、石炭FSの

採択した案件で成果につながっているものはまだありません。現在、19件中 17件が頑張ってい

るところです。導入促進では今年も続けておりますが、日本の企業の技術を現地国に紹介してマ

ッチングを図り、何件か成約につながったものもあります。そういったものも含めて 5件。まだ

現時点では 5件はいっていませんが、現状はそういった状況です。 

【山崎分科会長】 これは5件のアウトカムの達成見込みということですか。アウトプットは関係なく。 

アウトカムを見ているということですか。

【佐野PM】 はい。この 5件が 33年度までで達成できるかどうか、現時点の見込みで書いたものを

達成度の欄に入れています。分かりづらくて申し訳ございません。 

【山崎分科会長】 分かりました。その他、ございますか。 

【久谷委員】 15ページの「他の制度、機関との連携」で、差し支えない範囲でこの具体例を幾つか、

重複を回避した、あるいはシナジーを発揮したということを教えていただければと思います。 

【佐野PM】 例えば、導入促進の中で出てきたテーマや現地の企業と日本の企業の中で話が煮詰まっ

たものや、NEDO国際部の実証事業のFSとか、経産省のFSにつながったものとか、そういっ

たものもあります。それから、他機関との連携というのは、実際に案件を組成するに当たり、JICA

（(独)国際協力機構）とか JBIC（(株) 国際協力銀行）とか、ファイナンスのところも大きい課題

になりますので、そういった組織とも連携をしながらセミナーの開催などもしています。また、

現地の情報収集は委託先の企業も当然進めていますが、例えば現場にある JETRO（(独) 日本貿

易振興機構）とか、そういったところから情報収集など連携しながら進めています。 

【久谷委員】 有難うございます。 

【太田分科会長代理】 質問したいことが多々あり、非公開の方でお話をさせていただこうかと思った

のですが、公開の方で一つお話をさせていただきたいのは、ウクライナにおける実証の件です。

私は 2年前にウクライナ政府とMOU（了解覚書：Memorandum of Understanding）が合意・

締結するという段階で評価委員会があったときの委員だったので、このウクライナの件は 2年前

から関心を持っています。2年前の 1月の段階で、MOUの締結はもう間近で、東芝の京浜工場

ですぐにでも蒸気タービンの製造に入るという話だったのですが、いまだに多分製造にも入って

いないし、MOUも締結されていないまま丸 2年たっていると思います。こんなに遅れてしまっ

た原因は何なのかということと、達成見込みはあるのですか。このまま流れてしまうのではない

かと思って心配をしています。 

【在間PM】 ウクライナの件は、相手国との関係がありますので非公開の場で説明させていただきた

いと思います。 

【太田分科会長代理】 やはりそうですね。 

【山崎分科会長】 よろしいですか。私もどっちで聞いたら良いのかよく分からないのですが、一つは

最近、国によって石炭には逆風が吹いている感じがあって、カナダとか一部の国では、新たに石

炭のプロジェクトをやらないと。これは新聞情報でしかないので正確でない可能性もあるのです

が、国の選定やFSをされたりする際、国の選定をされる際に、そういった国の状況はどのよう

に勘案されているのか、差し支えない範囲で教えていただきたいと思います。 

参考資料 1-4



【佐野PM】 例えば導入促進で申し上げますと、実際にどの国で実施するかというところで、実際の

技術交流を実施する前に相手国の政府や電力会社と相談をして、どのようなニーズがあるのかを

探ります。また、政府の電力開発計画・電源計画とか、あとは環境規制の動向といった情報を入

手して、日本の技術の展開の可能性、余地があるのかどうか。あとは日本の技術に魅力を感じて

いただけるのか、ニーズがあるのかどうかをサウンディングします。その後、日本企業がその国

での展開のモチベーションがあるかどうかというのもあわせて、どういう事業をやったら良いの

か。セミナーが良いのか、招聘をやった方が良いのかといったことを、関係機関と相談しながら

実際の活動を進めています。 フォローアップについては、過去に何らかのアクションがあった

結果、それが花開きそうだ、引き続き関心がありそうだという状況が分かったものについて、お

金を新たに追加投入して試験をしてみるといった活動を行っています。 

【山崎分科会長】 導入促進の方も公募ですか。 

【佐野PM】 はい。公募して実施いたします。 

【山崎分科会長】 公募して、実際に実施するに当たってはNEDOがお持ちの知見だとか、あるいは

実際に手を挙げてきた人と相当綿密に打ち合わせながら事業は実施されていると理解してよろ

しいでしょうか。 

【佐野PM】 はい。 

【村上主任】 NEDO環境部、村上です。補足させていただきます。制度面の関係で、まず案件の公募

の段階で提案者の方から、技術交流、魅力的な対象国、地域等についてご提案いただくことにな

ります。その案件に関して外部有識者、NEDOで有効性を審査させていただきます。採択に至り

ましたら、その後、政策的観点からこのまま実施するかどうか。これは企業で、石炭を必要とす

る国々に対して本当に技術を展開する気があるかどうか、政策的観点と企業の実際の方々からヒ

アリングを行い、そこで初めて実施対象国・地域を選定します。仕様の段階で「ここでやってく

ださい」という決め方はしていなくて、まずある程度、提案を募って、そこから絞り込みをかけ

て決めていくという考え方で進めています。 

【山崎分科会長】 むしろ逆で、NEDOの方が持っている知見とかを、積極的にインプットしながらや

っているのでしょうか。 

【村上主任】 その観点ですと、提案を受けてNEDO側でやるべきだという魅力的な国があれば、提

案後に仕様書を変更するなりして、対象国を追加して技術交流を行うようなことをしています。 

【山崎分科会長】 国の追加とかではなく、NEDOはいろいろ知見をお持ちなわけです。手を挙げた人

は必ずしもその情報は持っていない可能性があって、そういうときにやりたい内容と実際にやる

べき内容は一部差がある可能性があると思います。そういう際にどういうことをやっていらっし

ゃるのか。 

【村上主任】 その場合は提案書を受けて、実施計画書を作成するのですが、その実施計画書の策定内

容について、その段階である程度、NEDOからコメントさせていただき、実際に適切な実施内容

について調整を図っていくように進めています。 

【山崎分科会長】 分かりました。その他、何かございますか。 

【佐藤委員】 今の関連でもう少しお伺いしたいのですが、30ページから実施結果がありますが、これ

らは例えばFSでは実施者が書かれていて、この下の方は開催地となっていますが、これは 1件

ずつご提案を受けて、こういったものを行っているのですか。ある程度、まとめて提案を受けて

いるようなものになるのですか。 

【村上主任】 まとめて提案を受けています。 

【佐藤委員】 全体を一つのところに委託をして行っていると。 
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【村上主任】 はい。 

【佐野PM】 補足しますと、実際の現地でのセミナーとか日本への招聘は、一つの委託先で実施をし

ています。フォローアップはインドネシアのところに入っていますが、それぞれ過去に実施した

企業が既にありますので、そこの企業と個別に契約して進めています。 

【青木統括主幹】 補足します。年度の初めに経済産業省から予算をいただいているので、経済産業省

と実施機関、これは公募で決めるわけですが、3者でもって、どの国が一番ニーズとしてあり得

るのか。あと、日本の技術、シーズをもし持っていくとすればどこが適切かということを年度の

初めに企業からヒアリングしたり、いろいろなところから情報収集したりして決めます。先ほど

佐野から申し上げましたように、それに加えて、もし新規にトライする国が出てきた場合、最初

にまずその国に赴いて、本当に我々の見込みが合っているかどうか、政府筋と電力公社等と相談

して、もしやるとなった場合はどういう技術を必要としているかといったことを定めます。 先

ほど、山崎分科会長からお話のあったNEDO独自の知見について例を挙げますと、例えば当然、

NEDOは独自で技術開発、実証をいろいろな国でやっています。例えば石炭のいろいろな有効利

用に関しての実証をやった場合、その実証を行った国だけではなくて、マーケットを展開する場

合にどの国が適切かということをNEDOの中で判断します。また、そういった技術を持ってい

る企業と相談して、この国で実証、証明された技術をマーケット展開しようかといった場合は、

NEDO独自の判断でその国でやっていこうかといったことも考えています。この説明で趣旨に合

いますでしょうか。 

【山崎分科会長】 では、委託者は基本的に一つで、経済産業省とNEDOと 3者で十分に協議しなが

ら、具体的な国だとか中身については調整されているという理解でしょうか。 

【青木統括主幹】 はい。年度の初めに大手商社とか重電メーカー5、6社、全部で 15社ぐらい回って、

どういった国に展開の可能性があるのか。あと、どういった技術のシーズをお持ちかといったこ

とを詰めながらやっています。 

【山崎分科会長】 ほかに何かございますか。よろしいですか。では、ここで終了させていただきます。 

（非公開セッション） 

６．事業の詳細説明 

省略 

７．全体を通しての質疑 

  省略 

（公開セッション） 

８．まとめ・講評 

【佐藤委員】 先ほど申し上げたとおりに、まだまだニーズはあるということを、海外展開事業などを

通して私自身が感じているところです。今後、単に高効率というところだけではなく、やはりこ

の資料の説明を伺っていても、読んで拝見したときの印象よりも、いろいろな質疑応答を通して、

非常に努力されて、いろいろな芽がまだあるということを感じました。日本側はなかなか良さを

うまくアピールできていない面が、こういった資料からも分かるように思います。今後、是非石

炭火力に対する逆風に負けず、石炭ニーズを踏まえて、高効率だけではない、もっともっといろ

いろ使えるものだという技術と、ビジネスモデルですとか、あるいは再エネとの組合せかもしれ

ないですし、複雑になっていく社会に対応できるようなところを目指していただければと思いま
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した。 

【久谷委員】 必要性という観点で、この石炭火力は当面必要というのはそのとおりだと思います。た

だ、少し長い視点で見ますと、それはもしかしたらクエスチョンマークが付くかもしれない。こ

の事業が平成 33 年までやっていて、その時間であればまだまだ十分この事業の必要性はあるの

かなと思っていますが、効果をより高めるためには一定のスピード感を持つことと、ほかの国、

海外でいろいろ関心が高まっている環境、あるいは再エネとの親和性といったものをキーワード

にした切り口でいろいろな提案をしていくなど、いろいろ工夫をされて、もっと高い効果を上げ

ていかれることを期待しています。最後に 1点、事業の中には少しうまくいっていないものもあ

るかと思います。そういったもので、勇気のある判断もある程度は必要かなと感じました。 

【太田分科会長代理】 ウクライナ事業に関しては、東芝の設計を見ると、高圧のタービンも中圧のタ

ービンも段数を増やして効率を上げようと努力をされているので、非常に高い最先端のタービン

技術が使われている中で、旧ソ連製のタービンとは多分効率は比較にならないと思います。シー

ルも多分違うので、そういう意味から考えると、どれぐらいの効率が出るのか分かりませんが、

非常に高い効率で、3%どころではないと思います。それから、FSと最後の促進事業に関しては、

NEDOが非常に地道にやられているので、お金は掛かっているかもしれないけれども、これから

もこれは引き続きやっていただきたいという感想を持ちました。 

【山崎分科会長】 途中でも議論があったように、石炭は二酸化炭素の観点からみると逆風が吹いてい

る状況ではありますが、再エネで特に太陽光とか風力とか、そういうものを考えた場合、どうし

ても火力でバックアップせざるを得ないという部分があって、その中でやはり石炭というのは当

然一定の役割を果たすものだと考えています。やはり、直ちに無くしていくという方向ではない

のだろうなと思います。そういう意味でアクセルを踏むにしても、将来ブレーキを踏むにしても、

いずれにしてもしっかりとしたプラットフォームをつくって情報をきちんと持つ、あるいは海外

との接点を持ち続けている状況を維持することは、やはり極めて重要なのかなと思いました。そ

ういう意味ですごく地道にやっていらっしゃる状況はよく理解できましたし、引き続き、モーメ

ンタムというか、今の状況をより効率を上げながらやっていただけると良いのかと思いました。 

以上ですが、推進部長の田中部長から何か一言ございますか。

【田中部長】 長時間にわたり様々なコメント等をいただきまして本当に有難うございます。我々のプ

レゼンも時間の制約等もあったのですが、ややアピール不足というところがあったのは反省する

ところです。 

 一方で、質疑でいろいろな理解が深まったというご意見もいただきましたので、我々としては

やっている取組についてご理解いただけたのではないかというところは非常に有り難いと思っ

ていますし、非常に前向きなコメントも最後にたくさんいただきました。我々も石炭に対する厳

しい風は日々感じている中で、一生懸命やっているというのが正直なところなので、非常に勇気

付けられるコメントをいただいたと感謝しています。有難うございます。 

 今は公開セッションだと思いますので、個別の話の詳細を申し上げることはできないのですが、

何点かコメントしますと、ウクライナの案件はいろいろな課題を抱えています。一方で、もとも

と極めて政治的な背景もあって始まっていることもありますので、これをこの後どうしていくの

かという話は、当然外交への影響など様々な琴を考えながらやる必要があるかと思いますので、
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なかなか NEDO だけのマネジメントで全部動かせないところはあります。その辺りは引き続き

経済産業省や外務省など日本政府ともよく相談しながら、我々としてはもちろん前に進めたいと

いう思いがありますけれども、NEDOとしてできることは最大限やっていきたいと思っています。

資料の中にも少し入れましたが、これまでも何度も何度もウクライナに行っていて、相当苦労し

てやってきたのも事実です。我々としては、我々の立場でできることを引き続きしっかりやって

いきたいと考えています。 

 二つ目の導入普及の話については、これもいろいろご指摘をいただいていまして、やはりもっ

と更に効率を上げていく、更にスピード感を持ってというご指摘をいただいたと思っています。

その通りだと思います。 

委員の先生方からもございましたが、やはりそれぞれの国では石炭をいつまで使うかというの

はもちろんありますし、量は国によっても違うのですが、一気にゼロにすると、経済が回らない

国はたくさんあるわけです。その中でどうやって使っていくか。環境問題ももちろん一番大きい

問題ですし、再エネを導入したときの柔軟性という問題とか、もちろんバイオマスを混焼したら

良いのではないかという議論もあります。いろいろな新設計画ももちろんありますが、最近はど

ちらかというと新設よりはそういった点のニーズが高まっているという印象もありまして、そう

いったいろいろな諸外国のニーズをうまく組み込みながら、我々としても引き続ききめ細かくや

っていきたいと思っています。その中では当然、JBIC とかいろいろなファイナンスも含めて、

関係機関ともよく相談をしながら、いかに成果を早く出せるかという観点で取り組んでいきたい

と思っています。この事業のアウトカムの目標は 2022年（平成 33年）3月までに 5件というこ

とも目標にしています。それに向けて、実は時間があるようでないものですから、この達成に向

けて引き続き NEDO としては全力を挙げて取り組みたいと考えています。本日はどうも有難う

ございました。 

【山崎分科会長】 以上で議題 8を終了いたします。 

９．今後の予定 

１０．閉会 
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NEDOにおける制度評価・事業評価について 

1. NEDOにおける制度評価・事業評価の位置付けについて

NEDOは全ての事業について評価を実施することを定め、不断の業務改善に資するべく評価を

実施しています。 

評価は、事業の実施時期毎に事前評価、中間評価、事後評価及び追跡評価が行われます。 

NEDOでは研究開発マネジメントサイクル（図 1）の一翼を担うものとして制度評価・事業評

価を位置付け、評価結果を被評価事業等の資源配分、事業計画等に適切に反映させることによ

り、事業の加速化、縮小、中止、見直し等を的確に実施し、技術開発内容やマネジメント等の

改善、見直しを的確に行っていきます。 

図 1 研究開発マネジメントサイクル概念図 

2.評価の目的 

NEDOでは、次の 3つの目的のために評価を実施しています。 

(1)業務の高度化等の自己改革を促進する。 

(2)社会に対する説明責任を履行するとともに、経済・社会ニーズを取り込む。 

(3)評価結果を資源配分に反映させ、資源の重点化及び業務の効率化を促進する。 

3. 評価の共通原則

評価の実施に当たっては、次の５つの共通原則に従って行います。

(1)評価の透明性を確保するため、評価結果のみならず評価方法及び評価結果の反映状況を

可能な限り被評価者及び社会に公表する。 

(2)評価の明示性を確保するため、可能な限り被評価者と評価者の討議を奨励する。 

(3)評価の実効性を確保するため、資源配分及び自己改革に反映しやすい評価方法を採用す

る。 

(4)評価の中立性を確保するため、外部評価又は第三者評価のいずれかによって行う。 

(5)評価の効率性を確保するため、研究開発等の必要な書類の整備及び不必要な評価作業の  
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重複の排除等に務める。 

4.制度評価・事業評価の実施体制 

  制度評価・事業評価については、図 2に示す実施体制で評価を実施しています。 

①研究評価を統括する研究評価委員会をＮＥＤＯ内に設置。

②評価対象事業毎に当該技術の外部の専門家、有識者等を評価委員とした研究評価分科会を

研究評価委員会の下に設置。

③同分科会にて評価対象事業の評価を行い、評価報告書が確定。

④研究評価委員会を経て理事長に報告。

 

 

図 2 評価の実施体制 

5. 分科会委員

分科会は、対象技術の専門家、その他の有識者から構成する。

N E D O 

評価報告書確定・報告 

理事長 

報告 

国 民 

評価結果公開 

分科会Ａ 

研究評価委員会 

評価結果の事業等への反映 
推 進 部 署 

評価事務局 

分科会 B 

評価報告書作成 

分科会 C 

分科会 D 

推進部署※ 

制度・事業の説明 

※実施者が加わることもある
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「先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業」の中間評価に係る 

評価項目・評価基準 

1. 必要性（位置付け、目的、目標等の妥当性）

・政策における「事業」の位置付けは明らかか。

・政策、市場動向等の観点から、「事業」の必要性は明らかか。

・NEDOが「事業」を実施する必要性は明らかか。

・「事業」の目的は妥当か。

・「事業」の目標は妥当か。

2. 効率性（実施計画、実施体制、実施方法、費用対効果等の妥当性）

・「事業」の実施計画は妥当か。

・「事業」の実施体制は妥当か。

・「事業」の実施方法は妥当かつ効率的か。

※案件ごとの NEDOの運営・管理は妥当であるかの視点を含む。

・「事業」によりもたらされる効果（将来の予測を含む）は、投じた予算との比較にお

いて十分と期待できるか。 

・情勢変化に対応して「事業」の実施計画、実施体制等を見直している場合、見直し

によって改善したか。

3. 有効性（目標達成度、社会・経済への貢献度）

・中間目標を設定している場合、中間目標を達成しているか。

・最終目標を達成する見込みはあるか。

・社会・経済への波及効果が期待できる場合、積極的に評価する。
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本評価報告書は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構（NEDO）評価部が委員会の事務局として編集しています。 
 

平成３１年３月 
 
 
 NEDO 評価部 

部長 保坂 尚子 

主幹 上坂 真 

担当 原 浩昭 

 

＊研究評価委員会に関する情報は NEDO のホームページに掲載しています。 

（http://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/kenkyuu_index.html） 

 

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番地 

      ミューザ川崎セントラルタワー20F 

TEL 044-520-5161  FAX 044-520-5162 
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